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板橋区認証保育所運営費等補助要綱 

 

平成 13年 11月 28日 区 長 決 定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱（以下「都実施要綱」という。）に基づき東

京都が認証した保育所（以下「認証保育所」という。）に対し必要な経費を補助し、もって保育所

のサービス水準の維持向上を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条  この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。 

（１）認証保育所Ａ型 

   都実施要綱に定める認証保育所Ａ型をいう。 

（２）認証保育所Ｂ型 

   都実施要綱に定める認証保育所Ｂ型をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の対象者は、認証保育所設置事業者（以下「事業者」という。）とし、次に 

 掲げる者とする。 

（１） 申請日現在、特別区民税及び軽自動車税を滞納していない者（個人の場合） 

（２） 申請日現在、法人住民税を滞納していない者（法人の場合） 

 

（補助対象経費） 

第４条 区長は、事業者に対し、次の経費を補助する。 

（１） 運営費 

（２） 開設準備経費Ａ型 

２ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前項各号の項目ごとに別表に規

定するとおりとする。 

 

（運営費の補助対象児童） 

第５条 前条第１項第１号の運営費の補助対象児童は、保護者が保育が必要であると判断し認証

保育所と保育契約を結んでいる児童で、次の各号の要件を満たしているものとする。 

（１） 板橋区に住所を有する児童 

（２） 補助に係る月の初日に認証保育所に在籍している児童 

（３） 補助に係る月の初日時点で３か月以上休園していない児童 

（４） 認証保育所Ａ型においては月１２０時間以上の利用が必要な０歳から小学校就学前までの 

児童。認証保育所Ｂ型においては月１２０時間以上の利用が必要な０歳から２歳までの児童 

（３歳児以上に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、区長が必要 

と認める３歳児以上(小学校就学前児童に限る。)を含む。） 

２ 前項第４号の児童の年齢は、入所した日の属する年度の初日の前日の年齢（誕生日の前日で

 



2 

加齢する。）とし、その年度中において同年齢とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表の規定に基づき算出した額を予算の範囲内で補助する。 

 

（補助条件） 

第７条 この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第８条 事業者は、運営費の補助金交付申請を第１号様式の申請書に次の書類を添付し、区長に

対して行うものとする。 

（１） 運営費所要額計算書（別紙１） 

（２） 認証保育所（運営費）補助金に係る加算適用申請書（別紙２） 

（３） 賃金改善計画書（認証保育所処遇改善等加算）（別紙２の２、個票１） 

（４） 技能・経験に着目した加算賃金改善計画書（別紙２の３、個票２）に、技能・経験に着目し 

た加算対象者の辞令の写し又は分掌表、及び研修修了証の写しを添付すること 

（５） 別表の規定に基づく３歳児配置改善加算及び４歳以上児配置改善の要件に該当する場 

合は、規定されている書類を添付すること（個票３・個票４） 

（６） 別表の規定に基づく１歳児配置改善加算の要件に該当する場合は、規定されている書 

類を添付すること（個票５） 

（７） 別表の規定に基づく減価償却費加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を 

添付すること（個票７） 

（８） 別表の規定に基づく賃借料加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を添付 

すること（個票８） 

（９） 別表の規定に基づくチーム保育推進加算の要件に該当する場合（個票９） 

（10） 別表の規定に基づく高齢者等活躍促進加算の要件に該当する場合は、規定されている 

書類を添付すること（個票 10） 

 （11） 別表の規定に基づく小学校接続加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を 

添付すること（個票 11） 

（12） 別表の規定に基づく栄養管理加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を添 

付すること（個票 12） 

（13） 資産及び負債の状況（法人にあっては貸借対照表に代えることができる。） 

（14） 事業に関する収支予算書（又は見込書） 

（15） 賠償責任保険証書等の写し 

（16） 第３条第１号に該当し、次のいずれかに該当する場合は、当該領収書の写し若しく 

   は納税証明書又は非課税証明書（いずれも直近のもの。領収書の写しは、直近のものが 

 属する年度分で納期が到来しているもの全て） 

   ア  認証保育所運営費補助金交付申請書（別記第１号様式）において、申請者から区税納

付状況調査に関する同意が得られない場合 

   イ 区外に居住している場合 
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   ウ 区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

（１7） 第３条第２号に該当する場合は、法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただ 

し、非課税の場合は申告書（控）の写し、免除の場合は免除決定通知書の写し（いずれ 

も直近のもの） 

２ 事業者は、開設準備経費の補助金交付申請を第２号様式の申請書に次の書類を添付し、区

長に対して行うものとする。 

（１） 開設準備経費所要額計算書（別紙１） 

（２） 開設準備経費事業計画書（別紙２） 

（３） 工事の積算又は見積書 

（４） 図面 

（５） 資産及び負債の状況（法人にあっては貸借対照表に代えることができる。） 

（６） 事業に関する収支予算書（又は見込書） 

（７） 第３条第１号に該当し、次のいずれかに該当する場合は、当該領収書の写し若しくは 

   納税証明書又は非課税証明書（いずれも直近のもの。領収書の写しは、直近のものが属 

   する年度分で納期が到来しているもの全て） 

   ア  認証保育所運営費補助金交付申請書（別記第１号様式）において、申請者から区税納

付状況調査に関する同意が得られない場合 

   イ 区外に居住している場合 

   ウ 区外からの転入者で、転入前の自治体において課税されている場合 

（８） 第３条第２号に該当する場合は、法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただし、 

   非課税の場合は申告書（控）の写し、免除の場合は免除決定通知書の写し（いずれも直 

   近のもの） 

 

（交付決定） 

第９条 区長は、前条の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査し、必要に応

じて現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは第４号様式により事業者に通知しなけ

ればならない。 

 

（変更交付申請） 

第１０条 事業者は、運営費に係る補助金について児童数の変動、運営費の単価改定等により第

９条の交付決定額に対し不足が生じたとき（又はその恐れのあるとき）は、第５号様式の変更交

付申請書に運営費所要額計算書（第１号様式別紙）及びその他積算に必要な書類を添付し、区

長に変更交付を申請しなければならない。ただし、変更交付申請は、当該年度内において行う

ものとする。 

２ 事業者は、開設準備経費について事業計画等に変更があったときは、第６号様式の変更交付

申請書に次の書類を添付し、速やかに区長に変更交付を申請しなければならない。 

（１） 開設準備経費所要額計算書（第２号様式別紙１） 

（２） 開設準備経費事業計画書（第２号様式別紙２） 

（３） 工事の積算又は見積書 

（４） 図面 
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（５） 事業に関する収支予算書（又は見込書） 

３ 区長は、前２項の変更交付申請があったときは、速やかに申請の内容を精査し、変更交付の内

容を決定するとともに第８号様式により事業者に通知しなければならない。 

 

（申請の取り下げ） 

第１１条 事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付

決定の通知受理後１０日以内に第９号様式の交付申請取下げ届を区長に提出し、交付申請の

全部又は一部を取り下げることができる。 

２ 事業者は、前項の取下げ届けにより区長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において既に補助金を受領している場合には、取り消しに係る部分の補助金を指定された

期日までに返還しなければならない。 

 

（保育契約届） 

第１２条 事業者は、児童の保護者と保育契約を結んだときは、第１０号様式の保育契約届を区長

に提出しなければならない。 

２ 事業者は、保育契約を解除したとき又は保育契約の内容を変更したときは、第１１号様式の保

育契約解除・内容変更届を区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 事業者は、前条の契約に係る児童の運営費を、原則として請求に係る月の５日までに第

１２号様式の請求書により区長に請求しなければならない。ただし、当該月から認可保育所等へ

の入所が決定している者については、除外して運営費を請求するものとする。 

２ 事業者は、前項の請求にあたり、当該月の初日現在の在籍児童及び職員配置について、それ

ぞれ第１３号様式及び第１４号様式により区長に報告しなければならない。 

３ 区長は、前２項の規定により提出された書類を精査し、補助金交付決定額の範囲内において

速やかに事業者に運営費を支出するものとする。 

４ 事業者は、開設準備経費を、当該保育所が認証された後に交付決定額の範囲内において区

長に請求することができる。 

 

（管外の保育所への運営費の支払い） 

第１４条 区長は、管外の認証保育所から板橋区に居住する児童の入所について協議があったと

きは、当該保育所に対し運営費を支払うことができる。この場合の補助金交付申請及び請求手

続きは、管内の施設と同様とする。ただし、前条第２項に規定する第１３号様式の児童名簿のう

ち、請求に関わらない児童の氏名、生年月日、入所年月日、運営費年齢及び住所地ならびに第

１４号様式は、省略できるものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 事業者は、当該年度の運営費の事業の実績を第１５号様式の報告書に次の書類を添付

し、会計年度終了後の別に指定する日までに区長に報告しなければならない。 

（１） 認証保育所（運営費）補助金に係る加算実績報告書（別紙１） 
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（２） 賃金改善実績報告書（認証保育所処遇改善等加算）（別紙１の２） 

（３） 技能・経験に着目した加算賃金改善実績報告書（別紙１の３） 

（４） 事業に関する収支決算書（又は見込書） 

（５） チーム保育推進加算の要件に該当する場合（個票９） 

（６） 高齢者等活躍促進加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を添付すること 

（個票 10） 

（７） 小学校接続加算の要件に該当する場合は、規定されている書類を添付すること（個票 11） 

２ 事業者は、開設準備経費に係る事業が完了したときは、事業の実績を第１６号様式の報告書に

次の書類を添付し、区長に対し報告しなければならない。 

（１） 開設準備経費精算額計算書（別紙） 

（２） 見積書（最終のもの） 

（３） 他社見積（入札を行った場合はその関係書類） 

（４） 契約書 

（５） 請求書 

（６） 領収書、又は振込み通知の写し 

（７） 図面（最終のもの）及び写真（施工前・後） 

（８） 取得財産等管理台帳（第１９号様式）の写し 

（９） 事業に関する収支決算書（又は見込書） 

３ 区長は、前２項の事業実績報告を精査し、補助金額を確定するとともに第１８号様式により事

業者に通知しなければならない。 

４ 事業者は、前項の補助金額の確定により返還金が生じたときは、区長が指定する日までに返

還しなければならない。 

 

（準用） 

第１６条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、東京都板橋区補助金等交

付規則（昭和４２年３月３１日、東京都板橋区規則第３号）によるものとする。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱の実施に関して必要な事項は、子ども家庭部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成１３年１１月２８日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成１５年３月１８日から施行し、平成１５年３月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年２月２１日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２１年１１月１８日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 
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２ 平成２１年度及び平成２２年度の特例 

平成２１年度及び平成２２年度における第５条の適用については、同条第２号中「２分の１とあ

るのは「８分の７」と、同条第４号中の「４分の３」とあるのは「８分の７」とする。 

付 則 

１ この要綱は、平成２４年２月２日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

２ 平成２３年度の特例 

平成２３年度における別表の適用については、同表開設準備経費Ａ型の補助額中「２分の１」

とあるのは「８分の７」と、同表安心こども基金による保育所開設準備経費の補助額中「４分の

３」とあるのは「８分の７」とする。 

付 則 

１ この要綱は、平成２５年２月２２日から施行し、平成２４年５月１日から適用する。 

２ 平成２４年度の特例 

平成２４年度における別表の適用については、同表開設準備経費Ａ型の補助額中「２分の１」

とあるのは「８分の７」と、同表安心こども基金による保育所開設準備経費の補助額中「４分の

３」とあるのは「８分の７」とする。 

付 則 

この要綱は、平成２５年３月２８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年２月１０日から施行し、平成２６年２月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１２月２日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年１１月３０日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年１月５日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

付 則 

１ この要綱は、平成３１年１月２２日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

２ 前項の規定に関わらず、改正後の第５条第１項第３号の規定は、平成３１年４月１日から 

施行する。 

３ 改正後の第５条第１項第３号の規定は、平成３１年４月１日以後に認証保育所の利用を開 

始した者について適用し、同日前に認証保育所の利用を開始した者については、当該認証保 

育所を継続して利用する間に限り、なお従前の例による。 

  付 則 

この要綱は、令和元年１２月１６日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年８月１９日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、令和３年８月２５日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
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付 則 

この要綱は、令和５年２月１０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

１ この要綱は、令和６年１月３１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定（開設準備経費Ａ型及びＢ型の項に係る部分を除く。）は、令和５年４月１

日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、令和６年１２月３日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和７年１月３０日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和８年２月２７日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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別記（第７条関係） 

補助条件 

１ 補助金の交付 

  区長は、この補助金を当該保育所が認証された後において交付する。 

 

２  交付決定の取り消し・変更 

（１） 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を

取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。 

    ア 保育所開設に当たり当該保育所が補助金交付に係る年度内において認証されなかっ

たとき又は認証を取り消されたとき。 

イ 都実施要綱又はこの要綱の基準を満たしていないとき。 

ウ  偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

エ  補助金の交付決定の内容又は補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

オ その他特別の必要が生じたとき。 

（２） 区長は、（１）の規定による取り消し又は変更をしたときは、速やかに事業者に通知する。 

 

３ 補助金の返還 

（１） 区長は、２の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、事業者に対し当該補助金の取り消しに係る部分について

期限を定めてその返還を命ずることがある。 

（２） 事業者は、（１）の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけ

るその後の期間においては、既納付額を控除した額）につき、年１０．９５％の割合で計算し

た違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

４ 延滞金 

   事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年  １０．９５％の割

合で計算した延滞金（１００円末満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

５  運営費の一時停止等 

 事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金

の全部若しくは一部を納付しない場合は、区長は、相当の限度において第４条第１項に規定す

る運営費の交付を一時停止し、又は運営費と未納付額を相殺することがある。 

 

６ 開設準備経費により取得した財産の管理義務 

  事業者は、開設準備経費により取得し、又は効用の増加した財産について第１９号様式の取得

財産等管理台帳を作成し、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効率的な運用を図らなければならない。  

７ 開設準備経費により取得した財産の処分の制限 
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（１） 事業者は、開設準備経費により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が

単価５０万円以上の機械及び器具については、｢補助金等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分制限期間｣（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）に定める期間

を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（２） 事業者は、賃借している建物につき区長が補助金を交付した場合において、補助事業によ

り取得したもの又は効用の増加した部分につき造作買取請求権その他の権利が生じたと

きは、その処理につき第２０号様式により区長の承認を受けるものとする。 

 

８ 財産処分に伴う収入の納付 

  区長の承認を受けて７に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を区に納付させることがある。 

 

９ 開設準備経費Ａ型の返還 

  ８の定めのほか、事業者は、開設準備経費Ａ型を交付された場合において開設後５年末満に

事業を廃止した場合は、補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、この

返還額と開設準備経費に係る７の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。 

１年末満 １年以上 

２年末満 

２年以上  

３年末満 

３年以上 

４年末満 

４年以上 

５年末満 

５０％ ４０％ ３０％ ２０％ １０％ 

 

10 書類の整備保管 

事業者は、補助金に係る書類を整備し、次の各号に定める期間保管しなければならない。 

（１） 運営費に係る書類（保育契約書、登園状況、その他関係書類）は、当該年度の事業終了後５

年間とする。 

（２） 開設準備経費に係る書類（見積書、契約書、請求書、領収書、本要綱の規定に基づき作成し

た書類、その他関係書類）は、事業廃止後５年間とする。 

 

11 消費税仕入控除税額の取扱い 

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消 

 費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書

（別添様式）により速やかに区長に報告しなければならない。 

 なお、区長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全額

または一部を納付させることがある。 

 

12 その他必要事項 

１から 11 に定めるほか、事業者は、区から補助を受けるにあたり次の事項を遵守しなければ

ならない。 

（１） 非常災害に対する措置 

事業者は、非常災害に備えるため、次の措置を講じなければならない。 

・消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。 
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・非常災害に対する具体的計画を立て、定期的な訓練を実施するとともに訓練の結果を

記録すること。 

（２） 賠償責任保険等への加入 

事業者は、人数規模等に応じ必要な額の賠償責任保険等に加入しなければならない。 

（３） 検査等の指示事項 

事業者は、都又は区が実施する検査等に応ずるとともに、検査等により受けた指示に従

わなければならない。 

（４） 個人情報等の保護 

事業者は、事業の実施にあたり知り得た児童又は児童の家庭等に係る情報を、事業の

目的以外に使用し又は外部に漏らしてはならない。 

（５） その他区が指示した事項 

 



別表

項目 補助対象経費

単価表（(ア)及び(イ)関係） （単価：円）

定員規模

71～80人

０歳 14,200

１～２歳 8,410

３歳 4,390

４歳～ 3,840

90,940

45,150

39,290

61～70人

０歳 14,620

１～２歳 8,830

３歳 4,750

４歳～ 4,200

55～60人

０歳 15,120

１～２歳 9,320

３歳 5,300

４歳～ 4,750

46～50人

０歳 15,820

１～２歳 10,030

３歳 6,010

４歳～ 5,460

165,850

106,640

60,850

54,990

40人まで

20,060

14,260

10,230

9,680

年齢区分 うち賃金改善相当額

０歳

１～２歳

３歳

単価

208,430

149,220

103,420

97,560

認証保育所運営費等補助経費

補助額

ア　毎月初日の在籍児童数に、下記の単価（４月～翌年３月までは、冷暖房費として
　１１０円を加算）を乗じて得た金額とする。
　　また、適用する単価は次のとおりとする。
　（ア）別に定める処遇改善等加算の要件を満たした上で賃金改善をする場合は、
　　　単価表中「単価」欄に掲げる額を適用する。
　（イ）上記に定める賃金改善を実施しない場合は、単価表中「単価」欄に掲げる
　　　額から、当該額に対応する「うち賃金改善相当額」欄に掲げる額を差し引い
　　　て得た額を適用する。
　（ウ）(ア)及び(イ)の規定は、本別表中「うち賃金改善相当額」に規定がある場
　　　合について準用する。この場合において、規定中「加算額」とあるのは「単
　　　価」と、単価表がないものについては当該区分におけるこれに相当する額を
　　「単価」と読み替えるものとする。

運
営
費

１　認証保育所の運営
　費に関する経費で、
　次に掲げるもの
 (1) 人件費
 (2) 管理費
 (3) 事業費

２　前項の経費に、次
　に例示する経費は含
　まない。
 (1)　職員の親睦会費
　　及びお茶代・食事
　　代等の福利厚生費
 (2)　中元・歳暮及び
　　土産代などの接待
　　費
 (3)　児童の送迎等に
　　使用する個人所有
　　車の維持管理費

（備考）
　上記事例のほか、対
象経費について疑義が
生じた場合には、事前
に区と協議をしなけれ
ばならない

４歳～

41～45人

０歳 171,190 16,380

１～２歳 111,980 10,580

３歳 66,180 6,550

４歳～ 60,330 6,010

51～55人

０歳 162,040 15,470

１～２歳 102,830 9,670

158,850

99,640

53,850

47,990

153,910

94,700

48,790

42,930

150,150

３歳 56,910 5,580

４歳～ 51,060 5,040



（単価：円）

定員 加算額

40人まで 4,900

41～45人 2,650

46～50人 2,700

要件

０歳

１～２歳

３歳

４歳～

111～120人

13,110

7,310

101～110人

０歳 13,250

１～２歳 7,460

３歳 3,440

４歳～ 2,890

35,560

29,700

139,180

79,970

34,180

28,320

3,290

2,740

91～100人

０歳 13,400

１～２歳 7,600

３歳 3,580

４歳～ 3,030

142,140

82,930

37,140

31,280

81～90人

０歳 13,930

１～２歳 8,130

３歳 4,100

４歳～ 3,550

147,280

88,070

42,270

36,410

イ　３歳児配置改善加算・４歳以上児配置改善加算・１歳児配置改善加算
　当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、３歳児に係る保育従事職員を３歳児１
５人につき１人により実施する場合に、当該月の初日在籍３歳児童数に、次に掲げる額
を乗じて得た金額を加算する。
　　　　　５，８５０円（うち賃金改善相当額　５４０円）
　当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、４歳以上児に係る保育従事職員を４歳
以上児２５人につき１人により実施する場合（チーム保育推進加算を算定している場合
は除く。）に、当該月の初日在籍４歳以上児童数に、次に掲げる額を乗じて得た金額を
加算する。
　　　　　２，３００円（うち賃金改善相当額　２１０円）
　当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、１歳以上児に係る保育従事職員を１歳
児５人につき１人により実施し、かつ、別に定める要件を満たす場合に、当該月の初日
在籍１歳児童数に、次に掲げる額を乗じて得た金額を加算する。
　　　　１１，７８０円（うち賃金改善相当額　１，１００円）

　なお、各加算について、配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象と
する。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月
から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月か
ら加算の対象外とする。

ウ　減価償却費加算
　　以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に以下の金額を加算する。

運
営
費

１　認証保育所の運営
　費に関する経費で、
　次に掲げるもの
 (1) 人件費
 (2) 管理費
 (3) 事業費

２　前項の経費に、次
　に例示する経費は含
　まない。
 (1)　職員の親睦会費
　　及びお茶代・食事
　　代等の福利厚生費
 (2)　中元・歳暮及び
　　土産代などの接待
　　費
 (3)　児童の送迎等に
　　使用する個人所有
　　車の維持管理費

（備考）
　上記事例のほか、対
象経費について疑義が
生じた場合には、事前
に区と協議をしなけれ
ばならない

（ア）補助対象施設の用に供する建物が自己所有であるこ
と。（注１）
（イ）建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資
金が発生していること。

（ウ）建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の
補助を受けていないこと。（注２）
（エ）賃借料加算の対象となっていないこと。
　（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建
物の延べ面積が施設全体の延べ面積の５０％以上であるこ
と。
　（注２）施設整備費等の補助を受けて建設した建物につ
いて、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに
該当する改修等を行った場合には、上記（ウ）に該当する
こととして差し支えない。
　a　老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市
町村が認める場合
　b　当該改修等に当たって補助を受けていないこと。
　c　一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して
得た値が、建物全体の延べ面積に２を乗じて得た値を上回
る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上で
あること。

140,560

81,350



51～55人 2,450

56～60人 2,250

61～70人 1,950

71～80人 2,200

81～90人 1,950

91～100人 1,750

101～110人 1,900

111～120人 1,750

（単価：円）

定員 加算額

40人まで 8,800

41～45人 5,150

45～50人 4,900

51～55人 4,450

56～60人 4,050

61～70人 3,550

71～80人 3,950

81～90人 3,550

91～100人 3,100

101～110人 3,400

111～120人 3,100

（単価：円）

職員１人
当たり単
価（注
２）

加算額の算定
に用いる職員
数（注３）

賃金改善実
施月数

24,530 人数Ａ

3,070 人数Ｂ

月数

（ア）補助対象施設の用に供する建物が賃貸物件であるこ
と。（注）
　（イ）上記（ア）の賃貸物件に対する賃借料が発生する
こと。
　（ウ）本要綱に規定する開設準備経費等の建物賃借料の
対象月でないこと。
　（エ）減価償却費加算の対象になっていないこと。
　（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物
の延べ面積が施設全体の延べ面積の５０％以上であるこ
と。

エ　賃借料加算
　　以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数の単価に以下の金額を加
算する。

オ 技能・経験に着目した加算
　　以下の職層区分に応じた職員１人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に
用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。なお、職員区分、単
価及び人数等の取り扱いは、別に定める。

（ア）補助対象施設の用に供する建物が自己所有であるこ
と。（注１）
（イ）建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資
金が発生していること。

（ウ）建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の
補助を受けていないこと。（注２）
（エ）賃借料加算の対象となっていないこと。
　（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建
物の延べ面積が施設全体の延べ面積の５０％以上であるこ
と。
　（注２）施設整備費等の補助を受けて建設した建物につ
いて、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに
該当する改修等を行った場合には、上記（ウ）に該当する
こととして差し支えない。
　a　老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市
町村が認める場合
　b　当該改修等に当たって補助を受けていないこと。
　c　一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して
得た値が、建物全体の延べ面積に２を乗じて得た値を上回
る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上で
あること。

職層区分（注１）

第３職層
（専門リーダー等）

第４職層
（職務分野別リーダー等）

要件



定員

40人まで

41～45人

45～50人

51～55人

56～60人

61～70人

71～80人

81～90人

91～100人

101～110人

111～120人

区分 単価

400時間以上
800時間未満

238,000

800時間以上
1200時間未満

396,500

3,210

2,890

740

670

610

560

480

420

370

320

310

260

7,820

7,060

6,410

5,870

カ　チーム保育推進加算
当月初日の在籍児童に以下の定員区分に応じた金額を加算する。なお、職層区分、単価
及び人数等の取り扱いは、別に定める。

キ　高齢者等活躍促進加算

以下の区分に応じた単価を３月分運営費に加算する。（高齢者等の年間総雇用時間数を
基に区分）

要件

高齢化社会の到来等に対応して、高齢者等ができるだけ働きやすい条
件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細やかな利用子ども等の
処遇の向上を図るため、以下の要件を満たす施設に加算する。
（ア）高齢者等（注１）を職員配置基準以外に非常勤職員（注２）と
して雇用（注３）し、施設の業務の中で比較的高齢者等に適した業務
（注４）を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総雇用人員
の累積年間総雇用時間が、４００時間以上見込まれること。
また、「特定就職困難者雇用開発助成金」等を受けている施設（受け
る予定の施設を含む。）でその補助の対象となる職員は対象としな
い。
なお、雇用形態は通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりし
ていて、利用子ども等の処遇の向上が期待される場合には、この加算
対象とする。
（注１）高齢者等の範囲
ⅰ 当該年度の４月１日現在または、その年度の途中で雇用する場合
はその雇用する時点において満６０歳以上の者
ⅱ 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２４３号）に
規定する身体障害者手帳を所持している者）
ⅲ 知的障害者（知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的
障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳または判
定書を所持している者）
ⅳ 精神障害者（精神保健及び精神障害福祉法に関する法律（昭和２
５年法律第１２３号）に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる者）
ⅴ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（母子及び父子並びに
寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する母子家庭の母及
び父子家庭の父並びに寡婦）
（注２）非常勤職員の範囲
１日６時間未満又は月２０日未満勤務の者を対象とする。
（注３）雇用の範囲
雇用契約又は派遣契約による場合のみを対象とする。
（注４）高齢者等が行う業務の内容の例示
ⅰ 利用子ども等との話し相手、相談相手

ⅱ 身の回りの世話(爪切り、洗面等)
ⅲ 通院、買い物、散歩の付き添い
ⅳ クラブ活動の指導
ⅴ 給食のあとかたづけ
ⅵ 喫食の介助
ⅶ 洗濯、清掃等の業務
ⅷ その他高齢者等に適した業務
（イ）以下の事業等を実施していること
 乳児が３人以上利用している施設（４月から１１月までの各月初日
を平均して乳児が３人以上利用していること。）
また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施す
る職員体制を維持し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関
する相談会を月２回以上開催している場合、前年度に要件を満たして
いた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取
り扱う。

（単価：円）

うち賃金改善相当額

1,710

加算額

17,700

5,050

4,420

3,910

3,480

（単価：円）



1200時間以上 555,500

区分 単価

Ａ 20,190

Ｂ 158,570

区分 単価
うち賃金改
善相当額

Ａ 54,120 9,400

Ｂ 29,750 1,750

Ｃ 5,000

　

開
設
準
備
経
費
Ａ
型

設計委託費、工事費、認
証保育所を賃貸物件によ
り新たに設置する場合
で、設置者が貸主に対し
て支払う建物賃借料（年
度当初から年度末までを
対象とする家賃）及び礼
金（敷金を除く）

（単価：円）

（単価：円）

要件

ケ　栄養管理加算
以下の区分に応じた単価に実施月数を乗じて得た額を加算する。
Ａ：Ｂを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設
Ｂ：運営費及び他の加算に当たって求められる職員が栄養士を兼務している施設
Ｃ：Ａ又はＢを除き、栄養士を嘱託等している施設

Ａ：以下に定める要件i及びiiのいずれの取組も実施している場合
Ｂ：Ａに加えて、以下に定める要件iiiの取組を実施している場合

小学校との連携・接続について次に掲げる取組を行う施設に加算す
る。
ⅰ 小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にするこ
と。
ⅱ 授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交
流活動を実施していること。
ⅲ 小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上
を含む。）のカリキュラムを編成・実施していること（小学校との継
続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められ
る場合を含む。）。

ク　小学校接続加算
以下の単価を３月分運営費に加算する。

高齢化社会の到来等に対応して、高齢者等ができるだけ働きやすい条
件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細やかな利用子ども等の
処遇の向上を図るため、以下の要件を満たす施設に加算する。
（ア）高齢者等（注１）を職員配置基準以外に非常勤職員（注２）と
して雇用（注３）し、施設の業務の中で比較的高齢者等に適した業務
（注４）を行わせ、かつ、当該年度中における高齢者等の総雇用人員
の累積年間総雇用時間が、４００時間以上見込まれること。
また、「特定就職困難者雇用開発助成金」等を受けている施設（受け
る予定の施設を含む。）でその補助の対象となる職員は対象としな
い。
なお、雇用形態は通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりし
ていて、利用子ども等の処遇の向上が期待される場合には、この加算
対象とする。
（注１）高齢者等の範囲
ⅰ 当該年度の４月１日現在または、その年度の途中で雇用する場合
はその雇用する時点において満６０歳以上の者
ⅱ 身体障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２４３号）に
規定する身体障害者手帳を所持している者）
ⅲ 知的障害者（知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的
障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳または判
定書を所持している者）
ⅳ 精神障害者（精神保健及び精神障害福祉法に関する法律（昭和２
５年法律第１２３号）に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる者）
ⅴ 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（母子及び父子並びに
寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する母子家庭の母及
び父子家庭の父並びに寡婦）
（注２）非常勤職員の範囲
１日６時間未満又は月２０日未満勤務の者を対象とする。
（注３）雇用の範囲
雇用契約又は派遣契約による場合のみを対象とする。
（注４）高齢者等が行う業務の内容の例示
ⅰ 利用子ども等との話し相手、相談相手

ⅱ 身の回りの世話(爪切り、洗面等)
ⅲ 通院、買い物、散歩の付き添い
ⅳ クラブ活動の指導
ⅴ 給食のあとかたづけ
ⅵ 喫食の介助
ⅶ 洗濯、清掃等の業務
ⅷ その他高齢者等に適した業務
（イ）以下の事業等を実施していること
 乳児が３人以上利用している施設（４月から１１月までの各月初日
を平均して乳児が３人以上利用していること。）
また、①乳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②乳児保育を実施す
る職員体制を維持し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関
する相談会を月２回以上開催している場合、前年度に要件を満たして
いた場合については、乳児３人以上の利用の要件を満たしたものと取
り扱う。

要件

食事の提供にあたり、栄養士を活用（注）し
て、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等
への助言、食育等に関する継続的な指導を受け
る施設に加算する。
上記の要件に適合しなくなった場合には、適合
しなくなった日の属する月の翌月（月初日に適
合しなくなった場合はその月）から加算の適用
が無いものとする。
（注）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を
問わず、嘱託する場合や、調理員として栄養士
を雇用している場合も対象となる。

（単価：円）

認証保育所Ａ型を、保育サービス基盤の拡充に資するため、区長が特に必要と認める場所に
開設したときの改修経費の実支出額（その経費に対し寄付金その他の収入額がある場合には
それを控除した額）の２分の１（千円未満切り捨て）と基準額（１施設あたり３，７００万
円）を比較していずれか少ない額とする。



第１号様式（第８条関係） 

 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

 

 

 

 

 

   年度 認証保育所（運営費）補助金交付申請書 

 

  板橋区認証保育所運営費等補助要綱第８条の規定に基づき、    年度の運営費について、

下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

１  認証保育所の名称 

                （認証保育所 Ａ型・Ｂ型） 

 

２  認証保育所の所在地 

                             

 

３ 開所（予定）年月日 

      年   月   日 

 

４ 補助金交付申請額 

金           円 

 

５ 事業の目的及び内容 

保育所の運営（児童処遇、施設運営、施設管理等） 

 

６ 事業の効果 

  地域の保育需要を満たすとともに都・区の保育施策に貢献する。 

 

７ 申請者の営む主な事業 

                                         

                                         

 

８  添付書類 

・運営費所要額計算書（別紙１） 

・認証保育所（運営費）補助金に係る加算適用申請書（別紙２） 

・賃金改善計画書（認証保育所処遇改善等加算）（別紙２の２、個票１） 

・技能・経験に着目した加算賃金改善計画書（別紙２の３、個票２） 

申請者 

住  所  

名  称  

代表者名   



・技能・経験に着目した加算 加算対象者の辞令の写し又は分掌表、及び研修修了証の写し 

・減価償却費加算又は賃借料加算の要件に該当する場合は、加算適用申請書（個票７又は個

票８）、及び建物を整備又は取得する際の契約書類等の写し、賃貸契約書等の写し 

・チーム保育推進加算の要件に該当する場合は、加算適用申請書（個票９） 

・高齢者等活躍促進加算の要件に該当する場合は、加算適用申請書（個票 10）、及び雇用契

約書、毎年度の雇用計画が分かる資料等、本加算の効果・必要性等が分かる資料等 

・小学校接続加算の要件に該当する場合は、加算適用申請書（個票 11）、及び加算要件事業

等の実施状況が分かる資料等 

・栄養管理加算の要件に該当する場合は、加算適用申請書（個票 12）、及び栄養士の活用状

況・配置等の形態の別が確認できる書類等 

・資産及び負債の状況（法人にあっては貸借対照表に代えることができる） 

・事業に関する収支予算書（又は見込書） 

・賠償責任保険証書等の写し 

・法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただし、非課税の場合は申告書（控）の写し、

免除の場合は、免除決定通知書の写し（いずれも直近のもの）【法人の場合】 

 

９ 区税納付状況調査に関する同意【個人事業主の場合】 

補助金交付に係る審査にあたり、区が保有する私の区税の納付状況を確認することに同意しま

す。 

【代表者の住所：板橋区                               】 

 

※同意しない場合、区外に居住している場合又は転入前の自治体において課税されている場合

は、下記の□に✔を記入してください。 

 

  同意しない  □     区外に居住している  □ 

  転入前の自治体において課税されている  □ 

     ⇓ 

追加添付書類・・・住民税（課税されている方は軽自動車税も）の領収書の写し又は納税証明書。 

     非課税の場合は非課税証明書 

※いずれも直近のもの（領収書の写しは、直近のものが属する年度分で納期が既に到来している

もの全て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 別紙１ 

運営費 所要額計算書 

 

総所要額（④の額）                円 

 

施設名  

 

認証定員 人 賃金改善 □実施 □未実施 

運営費の計算（板橋区児童） 

運営費 単価 

 

月別児童数 
運営費計 

４ 
月 

５
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

合
計 

 ① ② ③＝①×② 

0 歳児                

1 歳児                

2 歳児                

3 歳児                

4 歳児                

5 歳以上児                

冷暖房費加算                

１歳児配置改

善加算 

 
              

３歳児配置改

善加算 

 
              

４歳以上児配

置改善加算 

 
              

減価償却費 

加算 

 
              

賃借料加算                

第３職層  人数Ａ               

第４職層  人数Ｂ               

チーム保育推

進加算 

 
               

高齢者等活躍

促進加算 

 該当の場合

は１を入力 
              

小学校接続 

加算 

 該当の場合

は１を入力 
              

栄養管理加算 
 該当の場合

は１を入力 
              

  合計額④  



 

第１号様式 別紙２ 

 

    年  月  日 

 

（宛先） 板橋区長 

 

設 置 者    

住   所    

氏   名    

 

                      施設の名称 

                      施設の所在地 

 

    年度認証保育所（運営費）補助金に係る加算適用申請書 

 

年度において、下記のとおり申請する。 

 

 申請の 

有無 

加算項目 適用年月 

又は適用年度 

備考 

１  処遇改善等加算   

２  技能・経験に着目した加算   

３  ３歳児配置改善加算   

４  ４歳児以上児配置改善加算   

５  １歳児配置改善加算   

６  減価償却費加算   

７  賃借料加算   

８  チーム保育推進加算   

９  冷暖房費加算   

10  高齢者等活躍促進加算   

11  小学校接続加算   

12  栄養管理加算   

※加算項目のうち申請する項目について「申請の有無」欄に○印を記載すること。 

※各加算別に別紙及び要件を具備している旨が確認できる書類を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

 

 

 

 

 

   年度 認証保育所（開設準備経費）補助金交付申請書 

 

  板橋区認証保育所運営費等補助要綱第８条の規定に基づき、開設準備経費について、下記のと

おり補助金の交付を申請します。 

 

記 

１  認証保育所の名称 

                 （認証保育所 Ａ型） 

 

２  認証保育所の所在地 

                             

 

３ 開所（予定）年月日 

      年   月   日 

 

４ 補助金交付申請額 

金              円 

 

５ 事業の目的及び内容 

保育所の開設 

 

６ 事業の効果 

  地域の保育需要を満たすとともに都・区の保育施策に貢献する。 

 

７ 申請者の営む主な事業 

                                         

                                         

 

８  添付書類 

・開設準備経費所要額計算書（別紙１） 

・開設準備経費事業計画書（別紙２） 

・資産及び負債の状況（法人にあっては貸借対照表に代えることができる） 

・事業に関する収支予算書（又は見込書） 

 

申請者 

住  所  

名  称  

代表者名   



・法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただし、非課税の場合は申告書（控）の 

写し、免除の場合は免除決定通知書の写し（いずれも直近のもの）【法人の場合】 

 

９ 区税納付状況調査に関する同意【個人事業主の場合】 

補助金交付に係る審査にあたり、区が保有する私の区税の納付状況を確認することに同意しま

す。【代表者の住所：板橋区                             】 

 

※同意しない場合、区外に居住している場合又は転入前の自治体において課税されている場合

は、下記の □ に ✔ を記入してください。 

 

 同意しない  □     区外に居住している  □ 

 転入前の自治体において課税されている  □ 

     ⇓ 

追加添付書類・・・住民税（課税されている方は軽自動車税も）の領収書の写し又は納税証明書。 

  非課税の場合は非課税証明書 

  ※いずれも直近のもの（領収書の写しは、直近のものが属する年度分で納期が 

   既に到来しているもの全て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 別紙１ 

 

開設準備経費 所要額計算書（Ａ型） 

 

総所要額（⑦の額）                円 

 

所要額の計算 

総事業費 ①の内補助対象 

経費 

寄付金その他の 

収入額 

差引額 ④×１/２ 

（千円未満切捨） 

      ①       ②       ③ ④＝②―③       ⑤ 

円 円 円 円 円 

 

基準額 ⑤と⑥を比較して少ない額 

（＝要補助額） 

      ⑥       ⑦ 

円 円 

 

 

①及び②の経費の配分 

項目 事業に要した費用 補助対象経費 

金額 主な内容 

設計費    

消費税（相当額）    

（小計）    

工事費    

消費税（相当額）    

（小 計）    

賃借料及び礼金    

消費税（相当額）    

（小 計）    

合計    

 

 

 

 



第２号様式 別紙２ 

 

 

開設準備経費 事業計画書 

 

 

１  認証保育所の名称 

                 （認証保育所 Ａ型） 

 

２  認証保育所の所在地 

                             

 

３ 開所（予定）年月日 

      年   月   日 

 

４  最寄り駅 

                      線                  駅 

 

５  最寄り駅の改札までの所要時間 

    徒 歩：         分 

  その他：（        ）     分、（        ）     分 

 

６  事業（工事等）の概要 

 

 

７ 予定工事期間 

      年   月 ～     年   月 

 

８ 事業費 

・事業に要する費用                                  円 

・補助金交付申請額                                  円 

 

９ 添付書類 

・工事の積算又は見積書 

・図面 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式－運営費（第９条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

                             様 

 

                 東京都板橋区長                    

 

年度 認証保育所（運営費）補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付            保育所の   年度の運営費に係る補助金の

交付申請について、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

 

交付決定額 

 

金                円 

 

 

※この補助金は、別記の補助条件を付して交付する。 

※運営費は、毎月の児童数に応じ交付決定額の範囲で当該月分を支出する。 

※児童数の変動、運営費の単価改定等により交付決定額に対し不足が生じたときは、別途変更交

付申請を要する。 

※この交付決定の内容に不服がある場合は、この通知を受理した日から１０日以内に交付申請

の取り下げをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式－開設準備経費（第９条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

                             様 

 

  東京都板橋区長                     

 

年度 認証保育所（開設準備経費）補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付            保育所の開設準備経費に係る補助金の交付申

請について、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

 

交付決定額 

 

金                円 

 

 

※この補助金は、別記の補助条件を付して交付する。 

※この交付決定の内容に不服がある場合は、この通知を受理した日から１０日以内に交付申請

の取り下げをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１０条関係） 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

 

住  所        

申請者  名    称        

代表者名        

 

年度認証保育所（運営費）補助金変更交付申請書 

 

  板橋区認証保育所運営費等補助要綱第１０条の規定に基づき、   年度の運営費について、

下記のとおり補助金の変更交付を申請します。 

 

記 

１  認証保育所の名称 

                 （認証保育所 Ａ型・Ｂ型） 

 

２ 変更の理由 

                                         

                                         

 

３ 変更交付額（内訳のＡ） 

金                円 

 

（内訳） 

  Ａ 総 所 要 額                   円 

  Ｂ 既交付決定額                    円 

  Ｃ 差引追加△減額交付額                円 

 

４  添付書類 

・運営費所要額計算書（第１号様式別紙１） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

 

住  所          

申請者   名    称          

代表者名          

 

年度認証保育所（開設準備経費）補助金変更交付申請書 

 

  板橋区認証保育所運営費等補助要綱第１０条の規定に基づき、開設準備経費について、下記の

とおり補助金の変更交付を申請します。 

記 

１  認証保育所の名称 

                 （認証保育所 Ａ型） 

 

２  認証保育所の所在地 

                             

 

３ 開所（予定）年月日 

      年   月   日 

 

４ 変更の理由 

                                         

 

５ 変更の主な内容 

                                         

                                         

 

６ 変更交付額（内訳のＡ） 

金                円 

（内訳） 

Ａ 総所要額               円 

Ｂ 既交付決定額               円 

Ｃ 差引追加△減額交付額           円 

 

７  添付書類 

・開設準備経費所要額計算書（第２号様式別紙１） 

・開設準備経費事業計画書（第２号様式別紙２） 

・事業に関する収支予算書（又は見込書） 

  

 



第８号様式（第１０条関係） 

 

第     号 

   年   月   日 

 

                             様 

 

東京都板橋区長          

 

年度 認証保育所（   費）補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付            保育所の   年度の      費に係る補助金の

変更交付申請について、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

 

変更交付決定額（内訳のＡ） 

 

金                円 

 

（内訳） 

Ａ 総所要額             円 

Ｂ 既交付決定額         円 

Ｃ 差引追加△減額交付額     円 

 

 

※ この交付決定の内容に不服がある場合は、この通知を受理した日から１０日以内に交付申

請の取り下げをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１１条関係） 

 

   年   月   日 

 

（宛先） 板橋区長 

住  所         

届出者    名    称         

代表者名         

 

    年度 認証保育所補助金交付申請取下げ届 

 

年 月 日付      第    号をもって交付決定のあった上記補助金に係る交付申請

は、下記のとおり取り下げることとしたので届け出ます。 

 

記 

 

１  認証保育所の名称 

                  

 

 

２  取り下げに係る交付申請の内容 

 

 

 

３  取り下げの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１２条関係） 

    年度 認証保育所保育契約届 

年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

所在地                  

名  称                  

施設名                 

代表者職氏名              

下記の児童について保育契約を結んだので届け出ます。 

児 童 

フ リ ガ ナ  

生年月日 年  月  日 
氏 名  

住 所  

保 護 者 

フ リ ガ ナ  

電  話 （     ） 
氏 名  

入所開始年月日 年  月  日 
保育料 

(月額、延長込) 
          円 

契 約 

保育時間 

○印 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 土曜   ：   ～   ： 

日曜   ：   ～   ： 

月合計時間数 

：      ～      ： 時間 

保育の必要な理由  

児 童 

フ リ ガ ナ  

生年月日 年  月  日 
氏 名  

住 所  

保 護 者 
フ リ ガ ナ  

電  話 （     ） 
氏 名  

入所開始年月日 年  月  日 
保育料 

(月額、延長込) 
          円 

契 約 

保育時間 

○印 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 土曜   ：   ～   ： 

日曜   ：   ～   ： 

月合計時間数 

：      ～      ： 時間 

保育の必要な理由  

児 童 

フ リ ガ ナ  
生年月日 年  月  日 

氏 名  

住 所  

保 護 者 

フ リ ガ ナ  

電  話 （     ） 
氏 名  

入所開始年月日 年  月  日 
保育料 

(月額、延長込) 
          円 

契 約 

保育時間 

○印 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 土曜   ：   ～   ： 

日曜   ：   ～   ： 

月合計時間数 

：      ～      ： 時間 

保育の必要な理由  

※区外児童についても記入してください。 

※この用紙に記載される情報が区に提出されることにつき保護者の了解を受けてください。 



第１１号様式（第１２条関係） 

   年度 認証保育所保育契約解除・内容変更届 

年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

所在地                  

名  称                  

施設名                 

代表者職氏名             

 

１契約解除 

下記の児童について保育契約を解除したので届け出ます。 

 児童名 生年月日 解除した日 

１  年  月  日 月   日 

２  年  月  日 月   日 

３  年  月  日 月   日 

４  年  月  日 月   日 

５  年  月  日 月   日 

※解除した日は、通常月末です（３月末における解除は報告不要）。 

※板橋区内の施設は他区（市）児童分も、区外施設は板橋区児童分を記入してください。 

※この用紙に記載される情報が区に提出されることにつき保護者の了解を受けてください。 

 

２契約内容変更 

下記の児童について保育契約の内容を変更したので届け出ます。 

児童名  変更年月日  

変更事

項 
 姓・住所・保護者・保育料・契約保育時間・保育の必要な理由 

変更後の内容（変更部分のみ記入） 

児 童 

フ リ ガ ナ  
生年月日 年  月  日 

氏 名  

住 所  

保護者 
フ リ ガ ナ  

電  話 （     ） 
氏 名  

入所開始年月
日 

年  月  日 
保育料 

(月額、延長込) 
          

円 

契 約 

保育時

間 

○印 月・火・水・木・ 金 土曜   ：   

～   ： 

日 曜    ：   

～   ： 

月合計時間数 

：      ～      ： 時間 

保育の必要な

理由 
 

※ 板橋区内の施設は他区（市）児童分も、区外施設は板橋区児童分を記入してください。 

※ この用紙に記載される情報が区に提出されることにつき保護者の了解を受けてください。 



第１２号様式（第１３条関係） 

 

請  求  書 

    年  月  日 

（宛先） 板橋区長 

所在地               

名  称               

施設名                

代表者職氏名            

 

    認証保育所補助金について下記のとおり請求します。 

 

金 額         

 

     年   月分として 

内訳 

認証型   型 定 員 人    賃金改善 □実施 □未実施 

 

内     訳 保育単価 人数 計 

０歳児    

１歳児    

２歳児    

３歳児    

４歳児    

５歳児    

冷暖房費加算    

1歳児配置改善加算    

3歳児配置改善加算    

4歳以上児配置改善加算    

減価償却費加算    

賃借料加算    

第３職層    

第４職層    

チーム保育推進加算    

高齢者等活躍促進加算    

小学校接続加算    

栄養管理加算    

合     計   



第１３号様式（第１３条関係）  児  童  名  簿（   年  月） 

             保育所名            

氏名 生年月日 入所年月日 運営費 
年齢 

住所地（請求先） 
区・市 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

※毎月初日の在籍児童について記入する。年齢は、年度の初日の前日の年齢とする。 
※板橋区内の施設は他区（市）児童分も、区外施設は板橋区児童分を記入する。 

※この用紙に記載される情報が区に提出されることにつき保護者の了解を受けること。 

年齢別児童数 板橋区 区 区 区 合計 

0歳      

1歳      

2歳      

3歳      

4歳      

5歳以上      

合計      

 



第１４号様式（第１３条関係） 

職員配置等の状況（   年  月） 

保育所名 

１ 現状職員数 （単位：人） 

施
設
長 

保育従事職員数 ※6 調 理 員 

嘱託医 

の設置 

（○印） 

※1.2.3 

常勤 

有資格ａ 

常勤 

無資格 

ｂ 

非 常 勤 
保育従 

事職員 

数合計 

ａ+ｂ+ｃ 

  
うち 

委託数   

※5 

常勤換算

後職員数 

ｃ 

        (  )     (  )   

２ 職員配置基準の確認 （単位：人） 

年齢別 定員数 保育従事職員 
配置基準計算式 

在籍数 保育従事職員 
配置基準計算式 

  
  

０歳児   ÷３ ＝ （   ）   ÷３ ＝ （   ） 

(小数点以下

第 2位切捨) 

１・２歳児   ÷６ ＝ （   ）   ÷６ ＝ （   ） 

３歳児   ÷20 ＝ （   ）   ÷20 ＝ （   ） 

４・５歳児   ÷30 ＝ （   ）   ÷30 ＝ （   ） 

（A）計   （A）  （   ）   （A） （   ） 
(小数点以下
四捨五入) 

（B）定員 90 人以
下 1 人加配 

  

      

  

        
 

（B）（   ） 
 

（B）（   ） 
  

      

※7 
合  計 

（A）＋（B） 定員基準数
（    ） 

（A）＋（B） 在籍基準数
（    ） 

  

※１ 保育従事職員の有資格は、保健師、助産師、看護師でも可。 

※２ 定員 20 人未満の施設は、施設長と保育従事職員（常勤有資格）の兼任可。この場合、施設長「１」常勤有資格「１」とする。 

※３ 保育従事職員数の 6 割以上は常勤有資格であること。（小数点以下切上） 

※４ 開所時間には必ず常勤有資格が 1 人以上配置されていること。 

※５ 常勤に代えて非常勤等を充てる場合の総勤務時間数は、常勤の総時間数を超えること。 

    例：非常勤 4 人を常勤 2人分としたいとき、（ ）内に「2」を記入する。 

※６ 調理員は、40人以下の施設では 1 人、41人以上の施設では 2人以上とする。 

※７ 定員基準数と在籍基準数とを比較して多い方より保育従事職員数を配置すること。 

(※７ただし、以下の要件を満たす場合に限り、在籍数により算定した総所要保育従事職員数を配置できる。)要件：(ア)定員数によ

り算定した総所要保育従事職員数を配置する体制を予め整えること。なお、その内６割以上は常勤有資格者として常時配置すること。

(イ)利用者から利用申込があった場合に、利用開始希望日に合わせて職員の配置基準を満たした上で、定員数までは保育を提供し、

職員不足を理由に保育の提供を断らないこと。(ウ)毎月の利用者からの申込状況を記録すること。 

３ 加算の適用状況の確認 
１歳児配置

改善加算 

３歳児配置

改善加算 

４歳以上児配

置改善加算 

チーム保育推進加算 栄養管理加算 

適用 加配 必要保育従事職員数 配置 兼務 嘱託 

         

４ 面積の確認                               （単位：㎡） 

年齢別 年齢別 在籍数 
小計 
Ａ 

基準面積 
Ｂ 

必要面積        
Ａ×Ｂ 

現状面積 

乳児室 ・
ほふく室 

０歳児  
 

3.3 

(2.5) 
  

１歳児  

保育室 ・
遊戯室 

２歳児  

 1.98   
３歳児  

４歳児  

５歳児  

合  計  －   

※ 乳児室・ほふく室と保育室・遊戯室の割振は、暫定的な変更が可能。 



第１５号様式（第１５条関係） 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

住  所         

報告者   名  称         

代表者名         

    年度 運営費 事業実績報告書 

 

   年度の             保育所の運営費について、下記のとおり実績を報告

します。 

記 

１ 総所要額（④の額）                円 

運営費実績の計算(板橋区児童) 

運営費 単価 

 

月別児童数 
運営費計 

４ 
月 

５
月 

６ 
月 

７ 
月 

８ 
月 

９ 
月 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

１ 
月 

２ 
月 

３ 
月 

合
計 

 ① ② ③＝①×② 

0 歳児 
               

1 歳児                

2 歳児                

3 歳児                

4 歳児                

5 歳児                

冷暖房費加算 
               

１歳児配置改善

加算 

               

３歳児配置改善

加算 

               

４歳以上児配置

改善加算 

               

減価償却費加
算 

               

賃借料加算                

第３職層  人数Ａ               

第４職層  人数Ｂ               

チーム保育推
進加算 

 
               

高齢者等活躍
促進加算 

 該当の場合

は１を入力 
              

小学校接続加
算 

 該当の場合

は１を入力 
              

栄養管理 
加算 

 該当の場合

は１を入力 
              

  合計額④  

精算額の計算 

実績額 交付決定額 受入済額 差引過△不足額 備   考 

④(上表) ⑤ ⑥ ⑦＝⑥－④  

円 円 円 円  



２ 添付書類 

・認証保育所（運営費）補助金に係る加算実績報告書（別紙１） 

・賃金改善実績報告書（認証保育所処遇改善等加算）（別紙１の２） 

・技能・経験に着目した加算賃金改善実績報告書（別紙１の３） 

・チーム保育推進加算の要件に該当する場合は、加算実績報告書（個票９） 

・高齢者等活躍促進加算の要件に該当する場合は、加算実績報告書（個票 10）及び雇用契約書、

毎年度の雇用計画が分かる資料等、本加算の効果・必要性等が分かる資料等 

・小学校接続加算の要件に該当する場合は、加算実績報告書（個票 11）及び加算要件事業等の

実施状況が分かる資料等 

・事業に関する収支決算書(又は見込書) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１５号様式 別紙１ 

 

    年  月  日 

 

 

（宛先） 板橋区長 

 

設 置 者         

住   所         

氏   名         

 

施設の名称         

施設の所在地         

 

年度認証保育所（運営費）補助金に係る加算実績報告書 

 

  年度において、下記のとおり報告する。 

 

 

 申請の 

有無 

加算項目 適用年月 

又は適用年度 

備考 

１  処遇改善等加算   

２  技能・経験に着目した加算   

３  ３歳児配置改善加算   

４  ４歳児以上児配置改善加算   

５  １歳児配置改善加算   

６  減価償却費加算   

７  賃借料加算   

８  チーム保育推進加算   

９  冷暖房費加算   

10  高齢者等活躍促進加算   

11  小学校接続加算   

12  栄養管理加算   

 

 

 

 

 

 

 

 



第１６号様式（第１５条関係） 

 

   年   月   日 

 

（宛先） 板橋区長 

 

住  所         

報告者  名    称         

代表者名         

 

開設準備経費 事業実績報告書 

 

年 月 日付      第    号をもって交付決定のあった開設準備経費に係る事

業が完了したので、下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

１  認証保育所の名称 

                 （認証保育所 Ａ型） 

 

２  認証保育所の所在地 

                             

 

３ 開所年月日 

      年   月   日 

 

４ 添付書類 

・開設準備経費精算額計算書（別紙） 

・見積書（最終のもの） 

・他社見積（入札を行った場合はその関係書類） 

・契約書 

・請求書 

・領収書、又は振込み通知の写し 

・図面（最終のもの）及び写真（施工前・後） 

・取得財産等管理台帳（第１９号様式）の写し 

・事業に関する収支決算書（又は見込書） 

 

 

 

 

 

 



第１６号様式 別紙 

 

開設準備経費 精算額計算書（Ａ型） 

 

総所要額（⑦の額）                円 

 

 

精算額の計算 

総事業費 

支出額 

①の内補助対象経

費 

寄付金その他の収

入額 
差  引  額 

④×１／２ 

（千円未満切捨） 

①     ② ③         ④＝②－③       ⑤         

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

基準額 
⑤と⑥を比較し
て少ない額 
（＝要補助額） 

交付決定額 受入済額 差引過△不足額 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩＝⑨－⑦ 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

※⑩が△（＝不足）になった場合、追加交付はありません。 

 

①及び②の経費の配分 

項    目 
事業に要した費

用 

補助対象経費 

金    額 主 な 内 容 

設 計 費    

消費税（相当額）    

（小  計）    

工 事 費 

 

   

消費税（相当額）    

（小  計）    

賃 借 料 及 び 礼 金 
   

消費税（相当額）    

（小  計）    

合    計    

 



第１８号様式（第１５条関係） 

 

第     号 

年   月   日 

 

                             様 

 

東京都板橋区長 

 

年度 認証保育所（   費）補助金交付額確定通知書 

 

    年度の             保育所の   費に係る補助金について、実績報

告に基づき下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

補助金確定額 

 

金              円 

 

補助金交付決定額               円 

補助金交付済額               円 

補 助 金 返 還 金               円 

 

 

※ 返還金がある場合は、別添の納付書によりお近くの金融機関で期限までに納めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１９号様式（第１５条関係） 

 

取得財産等管理台帳（取得財産等明細表） 

 

（単位：円） 

財産名 規格 数量 単価 金額 
取 得 

年月日 

耐用

年数 
保管場所 備考 

         

※対象となる取得財産は、不動産及び従物並びに価格が単価５０万円以上の機械及び器具とする。 

 

 

 

 



第２０号様式（補助条件７関係） 

 

   年   月   日 

（宛先） 板橋区長 

 

所 在 地         

申請者  名    称         

代表者名         

 

認証保育所開設準備経費補助金財産処分承認申請書 

 

年  月  日付      第    号をもって交付決定のあった上記補助金に係る事業

により取得した財産について、下記のとおり処分したいので承認を申請します。 

 

記 

 

１  認証保育所の名称 

 

２ 処分しようとする財産及びその理由 

財産の名称 規  格 数  量 処分の方法 処分の理由 

備    考 

（処分の時期

等） 

      

 

３ 相手方（住所、氏名、使用の場所及び流用の目的） 

 

４ 処分の条件 

 

※処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用 

の場合は用途を記載する。取得財産が共有の場合は、備考に共有相手方及び共有比率を 

記載すること。 

※売却、譲渡、交換、貸与、担保提供の相手方のある場合は、それぞれの相手方及びそ 

の条件について３、４に記載する。自己使用の場合は不要。 

※共有及び処分の相手方がある場合は、この用紙に記載される情報が区に提出されるこ 

とにつき相手方の了解を受けること。 


	01板橋区認証保育所運営費等補助要綱（本則）.pdf
	02板橋区認証保育所運営費等補助要綱（別表）
	03板橋区認証保育所運営費等補助要綱（別記様式）

